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保育所等利用待機児童数(令和７年１０月１日現在)について 

 

県内における令和７年１０月１日現在の保育所等利用待機児童数（以下「待

機児童数」という。）をとりまとめましたので、お知らせします。 

 待機児童数は、昨年同時期（令和６年１０月１日）より、３０人増加し、

３７人となりました。 

 

【待機児童数】  

調査時点  Ｒ７ .１０ .１  

 
（参考）過去３年の状況  

Ｒ６ .１０ .１  Ｒ５ .１０ .１  Ｒ４ .１０ .１  

待機児童数  ３７人  ７人  ６人  ５人  

待機児童発生  

市町村  

多治見市３６人 

御嵩町１人  
瑞穂市７人  

山県市１人  

瑞穂市５人  

瑞穂市４人  

白川村１人  

                     

※多治見市において、例年に比べて待機児童が多く発生している要因は、令和７年度から新たに

開始した第２子以降の保育料無償化により、想定以上に年度途中の保育需要が高まった結果、

申込児童の受入れが追い付かなかったことによるもの。  

 

＜参 考＞保育所等利用待機児童とは  

調査日時点において、保育の必要性の認定（２号又は３号）を受け、特定教

育・保育施設（認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く。）又は特定

地域型保育事業、特例保育の利用の申込みがされているが、利用していない者。 

（令和７年３月２７日付・こ成保第２４６号・こども家庭庁成育局保育政策課

長通知「保育所等利用待機児童数調査について」より） 

 


